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1 .「知財人材スキル標準」とは何か

平成1 9年3月，経済産業省のホームページにおいて

「知財人材スキル標準」なるものが公表された。

さて，この「知財人材スキル標準」とはそもそも一体

何であろうか？「スキル」という言葉が多義的である上，

「標準」という言葉も多義的であるため，この両者を組

み合わせた言葉のイメージは「掛け算」によって広がる

ため，正確にイメージできる人は少ないようである。

まず，ここでいう「スキル」とは「実務能力」を指す。

したがって，単なる「知識」を指すものではない。すな

わち，この標準は知的財産に関する「知識」レベルの標

準を定めたものではない。

次に，「標準」という言葉については特に定義が与え

られていないものの，報告書等の全体から考慮すればお

よそ「参考基準」という意味で用いられているものとい

える。したがって，業界の「平均的なもの」を示したも

のではなく，またいわゆる「標準化」活動等で用いられ

ているような「守るべきものとして定められた基準又は

規格」という意味でもない。一部に，国が定めた基準と

して企業として「守るべきもの」と考える人がいるとし

たらそれは誤解である。あくまでも「参考基準」として

企業側にうまく利用してもらおうと意図するものに過ぎ

ない。

ここで，知財人材スキル標準の定義をご紹介しておく。

「知財人材スキル標準」とは企業における知的財産の

創造・保護・活用に関する諸機能の発揮に必要とされる

個人の知的財産に関する実務能力を明確化・体系化した

指標である。

なお，筆者は幸いにもこのプロジェクト（平成1 7年

度及び平成1 8年度）にリーダーとして関わる機会を得

た。そこで，このプロジェクトの報告書（経済産業省知

的財産政策室のH P h t t p : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y /

i p s s / i n d e x . h t m lから全文ダウンロードが可能である）

の概要を紹介するとともに，必要に応じて補足する形で，

以下，説明させて頂きたい。

2. スキルカードのサンプルと注意点

「知財人材スキル標準」がどのようなものかを理解す

るためにはまずスキルが実際に定義されたスキルカード

のサンプルを見ていくのが一番早いと考えられる。

そこで，図1のカードを見て頂きたい。

この図1では，いわゆる特許出願を行ってそれを権利

化する業務に関して必要な「スキル」すなわち実務能力

が定義されている。

ここで注目して頂きたいのが左半分と右半分に大きく

分けられている点である。

まず、左半分はタイトルがついていることからもお分

かり頂けるように「業績評価指標」である。

すなわち，「○○を実行した経験／実績を有する。」の

ように，何を経験したのか，あるいはどのような実績を

有するべきなのかが記述されている。

例えば，②の「複雑性」という欄の9番目には，「審

査官と面接し，自社の特許戦略に沿った主張を行い納得

を得た」という経験／実績が記述されている。

このように要求される経験／実績はレベルによって異

なっており，当然のことながらレベルが上がる毎に要求

される経験／実績の水準も上がって行くことになる。

次に，右半分に着目して頂きたい。右半分は「業務遂

行能力評価指標」である。これは従来から言われている

「能力」概念に近い。「○○ができる。」という表現で記述

されていることからもお分かり頂けるように，知識等を

基礎にした理解力又は問題解決力に関する指標である。
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図1 スキルカードのサンプル
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業績評価指標

以下の条件の実績と経験を有する

①責任性

（部分的な）主担当者として対応

②複雑性

以下のいくつかを自律的に、複数回実行した実績／経験を有する。（結

果への寄与度30％以上）

1. 国内特許出願戦略の立案を成功裡に行った。

2. 自社の特許戦略（例：標準化戦略）に沿った明細書の起案／作成を

適切に行った（反復性を要する）。

3. 自社の特許戦略に沿った審査請求の判断を適切に行った（反復性を

要する）。

4. 自社の特許戦略に沿った意見書・補正書の起案／作成を適切に行っ

た（反復性を要する）。

5. 自社の特許戦略に沿った分割（変更）出願の明細書の起案／作成を

適切に行った。

6. 各種制度（例：国内優先権制度／関連出願連携審査）の戦略的活用

を適切に行った。

7. 自社の特許戦略に従って、対応が困難な拒絶査定不服審判請求を追

行した。

8. 自社の特許戦略に従って、対応が困難な審決取消訴訟を遂行した。

9. 事案が複雑な案件について審査官と面接し、自社の特許戦略に沿っ

た主張を行い納得を得た。

10. 自社の特許戦略に従って、早期権利化（例：早期審査請求、面接の

活用）を行った。

11. 上記について、適切な弁理士等を選定し、協働して実行した。

③重要性

以下のいくつかに相当する実績／経験を有する。

1. 効果が実際に確認された（例：明細書の品質が平均的に高い，困難

な案件の権利化に成功した，意見書／不服審判請求の成功率が高い，

戦略上重要テーマのコア発明について独占性の高い特許を取得した，

少なくとも3テーマ／年以上につき、権利化戦略の立案と特許網を形

成する特許（実用新案）明細書群を作成した，少なくとも1テーマ／

年以上につき、戦略上必要な特許請求の範囲群の構想策定とそれら

により特許を取得するための意見書／補正書の作成／審判請求を行

った）。〔必須〕

2. 成果が最終的には経営層／株主に参照されるに至った。

3. 主力製品／重要な特定のテーマ（将来のものを含む）について行っ

た（例：知的財産戦略に沿って、特許網を構成する明細書群を作成

した／特許請求の範囲群の構想策定を行った）。

④社内外貢献

以下のいくつかに相当する実績／経験を有する。

1. 後輩（例：レベル2～3）に対する育成指導／助言を行った。

2. 質問に対して適切な回答／助言を行った。

3. 自己の担当業務のマニュアル化を行った。

4. 社内講師を担当した。

5. 社内委員会にメンバーとして参加した。

6. 社外講習会（例：大学・企業向けセミナー・企業間勉強会等）で講

師を担当した。

7. 社外委員会にメンバーとして参加した。

8. 担当業務に関して業界全体のレベル向上に資する論文を執筆した。

⑤その他

以下の条件の能力を有する。（⑤は任意）

①事業

1. 自己の業務の企業戦略／ 事業戦略等の中での位置づけ（他

社動向の把握を含む）を理解しており、戦略に基づいて権

利化の要否や方針を判断でき、他者に説明することができ

る。

2. 担当業務に関連する主要な自社の方針（ポリシー）・社内

手続を理解している。

②法律

1. 国内特許権利化業務に必要な知的財産関連法律（例：特許

法の新規性・進歩性・法定期限，出願，権利化に関する法

令等）・法改正情報・判例の専門的な事項（例：専門書／

専門雑誌レベル）を理解している。

2. 前記に関連する業務上の課題を発見し、解決することができ

る（他者との適切な連携を通じて解決できる場合を含む） 。

③実務

1. 国内特許権利化に関する実務（例：審査基準，中間処理，

審判手続，審査官の特徴，特許庁の方針）の専門的な事項

（例：実務全体60～70％ 程度）を理解している。

2. 前記に関連する業務上の課題を発見し、解決することができ

る（他者との適切な連携を通じて解決できる場合を含む） 。

④技術

国内特許権利化関連業務に必要な技術（例：担当技術分野の

最新技術，他社特許）の専門的な事項を理解することができる

（例：担当分野においては発明者と対等に議論ができる。担当部

門の主な商品に採用されている技術の動作・原理を説明でき

る）。

⑤語学

外国語（例：英語）の情報を概ね（例：6 0～7 0％程度）理解

することができる。

⑥対人

1. 関係者（例：発明者）から円滑に情報収集ができる。

2. 関係者（例：発明者、審査官）の説明（例：発明のポイン

ト，審査官の見解）を正しく理解することができる。

3. 関係者（例：発明部門，特許事務所）と連携し、協働でき

る。

4. 関係者に分かりやすく説明できる（例：専門用語を分かり

やすく説明できる）。

5. 関係者（例：発明者、審査官）を納得させることができる。

6. 関係者（例：発明者）から信頼される。

⑦その他

1. 複数の業務に適切な優先順位をつけて限られた時間を有効

に活用して業務を遂行できる。

2. 適切な日本語で発明（考案）の内容を適確に表現すること

ができる。

業務遂行能力評価指標
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例えば，①の「事業」という項目には，「事業」すな

わち「ビジネス」に関する能力条件が示されている。具

体的には，ここでは「自己の業務の企業戦略／事業戦略

等の中での位置づけ」等の理解が要求されている。この

ようにビジネスに関する能力指標が最初に来ているの

は，昨今，企業において知的財産業務を「経営」すなわ

ちビジネスに役立たせることが重視されつつあることに

よるものと考えて良いであろう。

ここで注意すべき点が一つある。それは，「知財人材ス

キル標準」において，この左側の「業績」と右側の「能

力」のいずれを基準に評価を行うのかという点である。

この点について結論から言えば，どちらで評価しても

良いというのがこの標準の前提となっている。

ちなみに，「スキル標準」に関する先行例として，同

じく経済産業省が2 0 0 2年に発表した「I Tスキル標準」

というものがある。

この「I Tスキル標準」では，実はこの左側にある

「業績」のみで評価するというのが前提となっている。

先行する標準がこのような前提を持っているため，本

スキル標準でもそのような前提が採用される可能性もあ

ったが，I T業界と知的財産業界では「業績」の出方が

異なるという理由で採用されなかった。

具体的には，I T業界では比較的，プロジェクト単位

（金融機関向け○○ソフトウェアの開発等）で仕事が行

われるため，そのプロジェクト終了後に「業績」の評価

がある程度可能であり，またそのプロジェクト期間とい

うのもそれほど長期間に及ぶものではない（長くても2

年等）。

しかしながら，知的財産の業界では審査期間や存続期

間があって成果が出るまでに長期間の仕事が多いため，

「結果」だけで評価することは困難であるという意見が

研究会で提出された。

そのため，その「結果」を生み出す前提ともいうべき

「業務遂行能力」による評価も必要であるという結論と

なった。

また，このように考えうる許容性としては，そもそも

カードの左側の「業績」と右側の「能力」というのは，

左側の「業績」を出せる人は右側のような能力を持って

いるはずである，という前提であり，他方，同時に，右

側の「能力」を持っている人ならば左側の「業績」を出

せるはずである，という関係になっているという理解に

よるものである。

具体的内容の詳細は後述するので，ここでは「知財人

材スキル標準」というものがどういうものなのかのイメ

ージを持って頂ければ十分である。

3. 企業における人材育成の現状と課題

企業における経営資源としては，従来「ヒト」，「モノ」，

「金」の3つあるいはこれに「情報」を加えて4つが挙げ

られてきた。

いずれにしても「ヒト」すなわち「人材」の重要性に

ついては異論がなかろう。

このように人材が重要な経営資源であることを前提に

すれば，それは当然のことながら他の経営資源と同様に

管理すなわちマネジメントの対象となるものであり，そ

れは，人的資源管理（Human Resource Management）

あるいは最近ではそのやわらかい訳語として「人材マネ

ジメント」と言われるものとなる。

この「人材マネジメント」の中で重要な要素を占める

のが，「人材育成」に相当する部分であり，具体的には，

企業価値を向上させるためにその構成員（従業員）の能

力向上を図るための教育を行うことがこれに当たる。

企業の「人材マネジメント」の中の最近の傾向を挙げ

れば，そこには2つのキーワードが挙げられる。

まず，1つ目は，「雇用の流動化」であり，2つ目は

「成果主義人事管理」である。

「雇用の流動化」というのは，言い方を変えれば終身

雇用の前提が崩れていることを意味し，このような世界

では，多様な入社年度の人間が混在することになるため，

人材の評価に関して，「年功評価」以外の評価指標が求

められることになる。

また，「成果主義人事管理」というのは，いわゆる

「職務遂行能力」といった「人」の「能力」に対する評

価ではなく，むしろ成績や業績といった「業務」に対す

る評価を重視した人事管理を指す。

ここでもこれまでの「能力評価」とは異なる「業績評

価」という評価指標が求められることになる。

このように，「業績」というものを評価する必要性が

高まってきたのが企業における人材マネジメントの現状

である。

このように，「業績」評価のために，ある一定の評価

指標が必要であるという共通認識の下，多くの製造業に

おいて，事務系と技術系とに大別して，業績評価指標が

知 財 戦 略 最 新 動 向
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作成されたものの，「知的財産人材」についてはこのど

ちらにも当てはまらずに実際の運用で困っているという

声が聞こえていた。

知的財産業務は，出願事務を行っているという意味で

コストセンター的に捉えれば事務系として捉えることが

できる反面，他方，ライセンスアウトの場面においては

営業部門的な側面もあり，更には，生み出した権利が利

益を生み出すという点に着目すれば一種の「知的財産権」

という無体の「製品」を生み出す製造部門としてプロフ

ィットセンター的に捉えることもできるという多面性・

特殊性がある。

いずれにしても既存の「業績評価指標」では評価し切

れないというのが多くの知的財産部の人材マネジメント

に携わる方々の本音だったといえる。

4. 人材育成マネジメントサイクルと「スキル標準」

の関係

人材マネジメントの中で「人材育成」の部分だけを取

り上げてもそこに「人材育成マネジメントサイクル」と

いうものを観念することができる。

マネジメントサイクルというのはP L A N - D O - S E E，

あるいはP L A N－D O－C H E C K－A C T I O Nというマネ

ジメントのサイクルとして一般的であるが，これは人材

育成にも当てはまる。

つまり，例えば，人材育成を

（1）現状把握

（2）目標設定（P L A N）

（3）教育実施（D O）

（4）教育評価（S E E）

というサイクルで管理するのが「人材育成マネジメン

トサイクル」である。

この考え方に立った場合に，「スキル標準」は以下の

ように利用することができる。

まず，（1）自社の人材の「現状把握」に利用できる。

具体的には，自社の知財人材についてスキル標準を適用

すると，「『知財スキル標準』を基準にわが社のライセン

スを担当するグループ5人のレベル（図4参照）を評価

したところ，レベル3が1名，レベル2が1名，レベル1

が3名であることが分かった。」というように客観化さ

れた状態で現状を把握することができる。

次に，（2）自社の知財人材育成の「目標設定」に利

用できる。具体的には，自社の知財人材についてスキル

標準を適用すると，「わが社ではライセンスを重視する

戦略を採用することにしたので，担当グループ全員を少

なくともライセンスに関するスキルについて『知財スキ

ル標準』でいうところのレベル3にしたい。このレベル

を実現するために，レベル2の担当者については，『目

標管理』の目標としてレベル3を設定しよう。レベル1

の担当者についてはO J Tを実施して2年後にレベル3に

することにしよう。」というように，組織としての人材

育成の客観的な目標を設定することができる。

また，（3）自社の知財人材育成の「教育評価」に利

用することができる。自社の知財人材について具体的に

は，自社の知財人材についてスキル標準を適用すると，

「レベル2と判定された担当者に『知財スキル標準』を

基準にして設定した目標について確認したところ，目標

に到達できていることが確認できた。しかし，レベル1

と判定された担当者3人はともにO J Tを実施した後もレ

ベル2に到達しなかった。O J Tだけでは急速な立ち上が

りが難しいので，レベル1の者をレベル2に引き上げる

内容の外部研修を利用してO f f J Tを実施しよう。」とい

うように，実際の人材育成施策が当初の想定通りに機能

したのかの検証に利用することができる。

以上のように，知財人材育成をこのようなマネジメン

トサイクルによってしっかりと行いたい企業からすれ

ば，様々な場面でこの「スキル標準」を利用することが

可能となるのである。

5. 「知財人材スキル標準」の具体的内容

ここで，前述した内容に加え，スキルカードの中に挙

げられた各項目について詳細に説明する。

（1）業績評価指標

まず「業績評価指標」に関する各項目は次の通りであ

る。以下の各項目については，図1を参照しながらご覧

頂きたい。

①「責任性」

この「責任性」の項目については，どのような責任のあ

る立場で業務遂行を行ったのかが定義されている。具体的

には，補助者として行ったのか，主担当者として行ったの

かによって評価が変わる，という前提に立っている。
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②「複雑性」

この「複雑性」の項目には，いかなる業務を行ったの

かといういわゆる業務内容が定義されている。

ただし，あくまでも「業績」として評価されうる「業

務」であることを必要とするため，項目名は「業務内容」

ではなく「複雑性」（すなわち，その業務の困難性）と

なっている。

そのため，単に「業務」を行ったことだけではなく，

例えばプロジェクト業務で言えば，それを「成功裡に行

った。」ことを要求している。

また，この「複雑性」について，レベル1，2では

「いずれか」として各細項目の中の一つについての実

績／経験を有すればよいとしているのに対し，レベル3

～5では2以上についての実績／経験を有するものとし，

要求水準が高くなっている。また，レベル2～5ではそ

の2以上の細項目の実績／経験が更に複数回あることが

求められる。

③「重要性」

「業務」の企業経営に与える影響について定義されて

いる。当然のことながら「経営」に対して良い意味での

影響，すなわち「貢献」がある方が「業績」として評価

されるという建前である。

そして，その「貢献」度の評価としては，少なくとも

その業務の成果を認知した層が経営層や株主であれば，

それは経営にインパクトのある業務であったはずである

という前提（仮説）に立っている。また，それ以外にも，

主力製品に関するものや重要な特定のテーマに関する業

務も経営に対する貢献度が高いという視点に立っている。

更に，特にその「効果が実際に確認された」ことが

「重要性」の必須項目とされており，その「効果」につ

いては，なるべく具体例を入れることでどのようなこと

をその業務による「効果」（成果）と見るのかが示され

ている。

④「社内外貢献」

まず，「社内」貢献として，部下を育てる，業務をマ

ニュアル化して引き継ぎを容易にする等の会社への貢

献が評価項目として挙げられている。例えば，部下を

しっかり育てていく必要が会社としてあるにも関わら

ず，それを評価する仕組みがなければ部下を育てなく

なる恐れが（少なくとも理論的には）あること考慮し

たものである。

次に，「社外」貢献を評価する仕組みがあるのは，知

的財産業界全体のレベルアップに寄与するというマクロ

的な観点からといえる。例えば，日本知的財産協会では

様々な委員会活動によって特定のテーマについての調

査・研究等を行うことで業界全体のスキルアップが図ら

れているが，このような社外の委員会活動等を評価する

仕組みがなければ，そのようなインセンティブが働かず，

結果的には業界全体でのレベルアップが進まないという

事態が予測される。そのため，社外貢献はその会社に短

期的あるいはミクロ的には貢献しないかもしれないが，

長期的又はマクロ的には業界全体がレベルアップし，結

果的にその会社にも利益がもたらされるはずである，と

いう仮説に基づいている。

（2）業務遂行能力評価指標

次に，右側の欄である「業務遂行能力評価指標」に関

する各項目は次の通りである。以下の各項目については，

引き続き図1を参照しながらご覧頂きたい。

①「事業」

前述したように，ここでの「事業」は，≒「ビジネス」

である。すなわち，自社のビジネスの理解度である。具

体的には，自社の戦略の中での自己の業務の位置づけ

（自分の業務が自社のビジネスに具体的にどのような影

響を及ぼしているか）の理解度を示している。業務が専

門分化していればしているほど目の前の業務の処理に追

われ，それが自分の会社にとってどのような意義を持つ

のかが見えなくなりがちである。しかし，これでは「経

営に資する」知的財産業務から離れていく可能性がある。

そのため，このような理解を要求したものといえる。

②「法律」

知的財産関連業務において「法律」の理解が必要なこ

とは言うまでもない。ここでは，むしろどのような法律

についてどの程度のレベルの理解力や知識量を要求する

かがポイントとなっている。

③「実務」

実際に知的財産関連業務を遂行する際には，「法律」

以外に必要な知識等が存在する。例えば，先行技術調査

一つを取ってみても，法律（＝条文）を理解しているだ

知 財 戦 略 最 新 動 向
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けで調査を的確に行うことは不可能であろう。なお，対

応関係を述べれば，｢業績評価指標｣の「②複雑性」に書

かれてある業務を行うために必要な知識量等が示されて

いる，という見方をすることも可能である。

④「技術」

知的財産業務の全てにおいて「技術」の理解が必要と

は限らないが，少なくとも特許／実用新案等の分野にお

いては，技術的な理解力が要求されることが多いとはい

える。

なお，当然のことながら「技術」に関する理解力が通

常は必要とされない分野（機能）ついてはこの欄は空欄

となっている。

⑤「語学」

必要と考えられる語学に関する理解力等を示している。

なお，「技術」の項目と同様に，「語学」に関する理解

力が通常は必要とされない分野（機能）についてはこの

欄が空欄となっている。

⑥「対人」

知的財産に関する業務に必ずしも限った話ではない

が，一般的に業務を円滑に遂行していくためには人と人

との調和が不可欠であると考えられるため，「情報収集

能力・説明能力・人との協働」を全てのレベルにおいて

要求している。

また，レベルが上がることによって部下を指導する立

場にたつという事情も考慮して，上のレベルについては

「納得させる・信頼される」ことも要求している。

6 .「知財人材スキル標準」に基づく評価方法

企業において「知財人材スキル標準」をどのように活

用するかについては既に「人材育成マネジメントサイク

ル」において利用する方法を述べた。

しかし，問題はそのレベル判定をどのように行うかと

いう点である。

この点について，報告書で挙げられている一例は，

「従業員が最終判定を行う上司に対して自身のスキルレ

ベルを自己申告し，上司が面接等を行うことによって最

終判断でレベルを認定する」というものである。この方

法はI Tスキル標準でも採用されている方法である。

7. 「知財人材スキル標準」の構造

これまで主にスキルが定義されたカードの図1につい

ての詳細な説明を行ってきたが，このような定義された

カードが何種類あってどのような構造になっているのか

という点については触れてこなかった。

「知財人材スキル標準」とは，前述したように，「知

的財産の創造・保護・活用に関する諸機能の発揮に必要

とされる個人の知的財産に関する実務能力を明確化・体

系化した指標」である。

そのため，「知的財産の創造・保護・活用」に関する

諸機能を「機能」毎に分類し，それぞれに必要なスキル

を定義するという形式を取っている。

具体的には，全体マップ図2を見て頂きたい。横軸は

いわゆる「知的創造サイクル」に沿って「創造」，「保護」，

「活用」の3段階に機能を区分けしている。

図2 全体マップ

実行（2）

戦略（1） 企画・プロデュース（1.1.1）

創造 保護 活用

情報（2.1.1）

人材（2.1.2）

法務（2.13.）

リスクマネジメント（2.1.4）

予算（2.15.）

アウトソーシング（2.1.6）

調査（2.2.1）

知的創造（2.2.2）

創造支援（2.2.3）

委託・共同研究（2.2.4）

ブランド保護（2.2.5）

技術保護（2.2.6）

コンテンツ保護（2.2.7）

デザイン保護（2.2.8）

契約（2.2.9）

エンフォースメント（2.2.10）

価値評価（2.2.11）

管理（2.1）

実務（2.2）

機能
サイクル
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また，縦軸では，大きく「戦略」と「実行」に分けて

いる。ここでいう「戦略」とは「長期的・中期的な計画

を立案し，実行を統括すること」と定義されており，他

方，「実行」はその「戦略を遂行すること」と定義され

ている。単純化すれば，「戦略」は「P L A N」で「実行」

はその「D O」と考えても大きな誤解はないであろう。

そして，そのD Oに相当する「実行」については，更

に「管理」と「実務」に分けられており，更にその「管

理」と「実務」の内容が細分化されている。

このように細分化されていった機能の最小単位が図3

の「詳細マップ」で記述されているA，B等のアルファ

ベットが先頭についている項目である。

具体的には，「全体マップ」の「保護」の列にある

「技術保護（2 . 2 . 6）」の機能を細分化した最小単位が，

図3の「詳細マップ」のA .国内特許権利化，B .外国特許

権利化……という機能であり，先にサンプルとして示し

たカードはこのA .国内特許権利化のレベル3のカードを

取り出したものである。

ここで「レベル」というのは，5段階で定義されてお

り，その内容は図4の通りである。

なお，上記の全体マップ（図2）及び詳細マップ（図

3）以外に「機能サマリ」（図5）というものも存在する

が，これは一種の定義集であり，最小単位で示された

「機能」が具体的にどのような機能，言い換えれば「業

務」を指しているのかを示すものである。

企画・プロデュース（1.1.1）

A. 企業戦略

B. 事業戦略

C. 生産戦略

D. 販売戦略

E. 知財戦略

F. 研究開発戦略

G. コンテンツ開発戦略

H. 標準化戦略

情報（2.1.1）

A. 情報開示

B. 情報収集・分析

C. システム

人材（2.1.2）

A. 教育

B. インセンティブ

法務（2.1.3）

A. 営業秘密

B. 規程

C. 法的審査

D. 法令情報収集・分析

リスクマネジメント（2.1.4）

A. 係争対応

B. 他社権利監視

C. 他社権利排除

D. ブランド保全

予算（2.1.5）

A. 策定

B. 管理

C. 資金調達

アウトソーシング（2.1.6）

A. 調査会社

B. 特許事務所

C. 法律事務所

D. 翻訳会社

調査（2.2.1）

A. 先行資料

B. 他社権利

C. パテントマップ

知的創造（2.2.2）

A. 研究・開発

B. デザイン開発

C. コンテンツ開発

創造支援（2.2.3）

A. ブランド創出支援

B. 発明支援

C. コンテンツ創造支援

D. デザイン創造支援

委託・共同研究（2.2.4）

A. 研究開発委託

B. 共同研究

契約（2.2.9）

A. 交渉

B. 権利処理

エンフォースメント（2.2.10）

A. 侵害判定

B. 侵害警告

C. 国内訴訟

D. 外国訴訟

E. 模倣品排除

価値評価（2.2.11）

A. 定量評価

B. 定性評価

C. 棚卸

ブランド保護（2.2.5）

A. 商標権利化

B. 事務

技術保護（2.2.6）

A. 国内特許権利化

B. 外国特許権利化

C. 国内事務

D. 外国事務

E. 品種登録申請

コンテンツ保護（2.2.7）

A. 申請

B. 事務

デザイン保護（2.2.8）

A. 意匠権利化

B. 事務

図3

詳細マップ

知 財 戦 略 最 新 動 向
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図4

レベル

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

定義

業務上の課題を発見し、上司の指導の下でその課題を解決できるレベル.

業務上の課題を発見し、上司の指導の下でその課題を解決でき、一部は自律的に解決できるレベル.

業務上の課題の発見と解決を自律的に行えるレベル（他者との適切な連携を通じて解決できる場合を含む）.

業務上の課題の発見と解決を主導するレベル. 下位のレベルの者に対して指導ができるレベル.

経営上の課題を発見し、あるいはその課題に対して多角的な視点で様々な解決策の提案ができるレベル.

人物イメージ

担当（新人）

担当

主任,（係長）

係長,（主任）

担当部長,課長

図5 機能サマリ

企画・プロデュース（1.1.1）

A. 企業戦略

B. 事業戦略

C. 生産戦略

D. 販売戦略

E. 知財戦略

F. 研究開発戦略

G. コンテンツ開発戦略

H. 標準化戦略

代表取締役，取締役等

事業責任者等

生産部門長等

販売部門長等

知的財産部長等

研究開発部長等

プロデューサー等

標準化責任者等

企業戦略を企画し，実行を統括する.

事業戦略を企画し，実行を統括する.

生産戦略を企画し，実行を統括する.

販売戦略を企画し，実行を統括する.

知財戦略（例：ノウハウか出願かの保護差別化方針，ポートフォリオ戦略，

ブランド戦略，外国出願戦略等）を企画し，実行を統括する.

研究開発戦略を企画し，実行を統括する.

映画・音楽・出版物等の新しいコンテンツ企画を行い，実行を統括する.

標準化戦略を企画し，実行を統括する.

戦略（1）

実行（2）

管理（2.1）

実務（2.2）

用語 概説 現実の人のイメージ例

総合的・中長期的な計画を立案し，実行を統括すること

戦略を遂行すること

戦略に従って実務の支援，評価等を行うこと

戦略に従って知的財産の創造，保護，活用に関する実際の業務等を行うこと

情報（2.1.1）

A. 情報開示

B. 情報収集・分析

C. システム

人材（2.1.2）

A. 教育

B. インセンティブ

法務（2.1.3）

A. 営業秘密

B. 規程

C. 法的審査

D. 法令情報収集・分析

リスクマネジメント（2.1.4）

A. 係争対応

B. 他社権利監視

C. 他社権利排除

D. ブランド保全

企画担当者等

企画担当者等

システム担当者等

教育担当者等

人事担当者等

法務担当者等

法務担当者等

法務担当者等

法務担当者等

特許担当者等

特許担当者等

特許担当者等

ブランド管理責任者

等

広報，経営その他社内への情報発信，「知的資産・経営報告書」案の作成を行

い，IR等を行う

企業，事業，製品及びサービスの市場の将来動向を分析するとともに，知的財

産戦略に関連する情報を社内外から収集し，分析（例：ポートフォリオ分析），

加工し，知的財産戦略の企画案の作成を行い，実行を支援する.

知的財産に関連する各種データベース，出願支援システム等の導入，保守を行う.

自社の知財人材育成の企画案の作成を行い，教育を実施する.社内全体の知的財

産に関する啓蒙，知的財産担当者の育成等を行う.

自社の知財関連人材（特に研究者）に対するインセンティブ制度（例：職務発

明制度，報奨金制度，フェロー制度）を企画案の作成を行い，実行する.

営業秘密管理指針を企画，提案し，自社の営業秘密の管理を行う.

社内規程の企画，提案と遵守体制の構築も行う.

社内における知的財産関連の法律問題について解決するための法的助言・支援

を行う.知的財産関連の契約書・規定について法律面のみならず自社の事業活動

の側面からも検討した原案作成，修正案の提示，交渉を行う.

法改正，判例の動向に関する情報を収集，分析，加工し，知的財産戦略の企画

作成を支援する

警告を受けた場合に自社の実施状況の確認，他社特許（著作物）を調査し無効

（証拠）資料の確保を図る.

他社権利の監視を行う.パテントクリアランスを行う.

他社権利の排除を行うための無効審判の請求，情報提供等を行う.

ドメインネーム，屋号を含めたブランドの維持・適正使用を確保するための管

理を行う.
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用語 概説 現実の人のイメージ例

予算（2.1.5）

A. 策定

B. 管理

C. 資金調達

アウトソーシング（2.1.6）

A. 調査会社

B. 特許事務所

C. 法律事務所

D. 翻訳会社

企画担当者等

企画担当者等

企画担当者等

管理責任者等

管理責任者等

管理責任者等

管理責任者等

事業戦略に応じた知的財産戦略に基いて，出願予算，補償金予算，ラインセス

フィー等に関する予算案を作成する.

策定された予算を適切に管理実行し，翌期の予算策定へのフィードバックを行

う.ロイヤルティー監査を行う.

各種資金調達手段（例：信託，証券化等）の取捨選択を行って資金を調達する.

調査会社に業務をアウトソーシングする際の納期，品質，コスト等の管理を行う.

特許事務所に業務をアウトソーシングする際の納期，品質，コスト等の管理を行う.

法律事務所に業務をアウトソーシングする際の納期，品質，コスト等の管理を行う.

翻訳会社に業務をアウトソーシングする際の納期，品質，コスト等の管理を行う.

調査（2.2.1）

A. 先行資料

B. 他社権利

C. パテントマップ

サーチャー等

サーチャー等

サーチャー等

公知例等の先行資料を調査する.他社の権利化を阻止，あるいは他社権利を無効

化するための無効資料調査等を行う.

クリアランスのために他社の権利を調査する.

他社の特許情報を収集し，定量的あるいは定性的に加工してパテントマップ等

を作成する.

知的創造（2.2.2）

A. 研究・開発

B. デザイン開発

C. コンテンツ開発

創造支援（2.2.3）

A. ブランド創出支援

B. 発明支援

C. コンテンツ創造支援

D. デザイン創造支援

委託・共同研究（2.2.4）

A. 研究開発委託

B. 共同研究

ブランド保護（2.2.5）

A. 商標権利化

B. 事務

技術保護（2.2.6）

A. 国内特許権利化

B. 外国特許権利化

C. 国内事務

D. 外国事務

E. 品種登録申請

研究者，技術者等

デザイナー

クリエイター

商標担当者等

特許担当者等

法務担当者等

意匠担当者等

研究者，技術者等

研究者，技術者等

商標担当者等

商標事務担当者等

特許担当者等

特許担当者等

特許事務担当者等

特許事務担当者等

品種登録担当者等

研究・開発の際に事業戦略・知的財産戦略を意識した研究・開発を行う.

事業戦略・知的財産戦略を意識した製品のデザイン開発を行う.

事業戦略，知的財産戦略を意識したコンテンツの開発を行う.

先行商標調査を行った上での，使用可否の判断，戦略上必要な商標の出願，

不出等の評価を行う.

戦略上必要な発明の発掘，先行技術に関する情報の提供，発明者の確定，発明

を営業秘密として管理するか否かの判定，不出等の評価を行う.

必要な権利調査（例：団体間協定の適用の有無，管理楽曲か否か等）を行った

上で，権利譲受対価又はライセンス対価の評価基準を作成・設定し，コンテン

ツ創造に必要な権利処理を支援する.

デザインマップの作成と先行意匠調査を行った上での，戦略上必要な意匠の出

願，不出等の評価を行う.

研究・開発委託，制作委託を行う.

共同研究を行う.

知的財産戦略に沿った商標の出願書類の作成を行う.意見書，補正書の作成，

各国法制度に基づく権利取得ための争訟を行う.

出願事務，期限管理，年金管理，資料管理，包袋管理など国内外の商標に関す

る専門的事務を行う.出願をアウトソーシングしている場合にはその事務所と連

携して管理を行う.

知的財産戦略に沿った特許（実用新案を含む）明細書の作成を行う. 知的財産

戦略に沿い，戦略上必要な特許請求の範囲で特許を取得するための意見書，補

正書の作成，拒絶査定不服審判請求，審決取消訴訟を行う.

知的財産戦略に沿った特許（実用新案を含む）明細書の作成（翻訳）を行う.意

見書，補正書の作成，各国法制度に基づく権利取得ための争訟を行う.

出願事務，期限管理，年金管理，資料管理，包袋管理など国内特許（実用新案

を含む）に関する専門的事務を行う.出願をアウトソーシングしている場合には

その事務所と連携して管理を行う.

外国の法律事務所と連携し，出願事務，期限管理，年金管理，資料管理，包袋

管理など外国特許（実用新案を含む）に関する専門的事務を行う.出願をアウト

ソーシングしている場合にはその事務所と連携して管理を行う.

種苗法に基づいた品種登録を申請する.

知 財 戦 略 最 新 動 向
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用語 概説 現実の人のイメージ例

コンテンツ保護（2.2.7）

A. 申請

B. 事務

デザイン保護（2.2.8）

A. 意匠権利化

B. 事務

契約（2.2.9）

A. 交渉

B. 権利処理

エンフォースメント（2.2.10）

A. 侵害判定

B. 侵害警告

C. 国内訴訟

D. 外国訴訟

E. 模倣品排除

価値評価（2.2.11）

A. 定量評価

B. 定性評価

C. 棚卸

法務担当者等

法務事務担当者等

意匠担当者等

意匠事務担当者等

渉外担当者等

法務担当者等

係争担当者等

係争担当者等

係争担当者等

係争担当者等

係争担当者等

企画担当者等

出願担当者等

企画担当者等

著作物に関して文化庁への登録申請，著作権管理事業者への申請を行う.

契約事務，申請手続，対価の適正な分配等の専門的事務を行う.

知的財産戦略に沿った出願書類の作成を行う. 意見書，補正書の作成，拒絶査

定不服審判請求，審決取消訴訟を行う.

出願事務，期限管理，年金管理，資料管理，包袋管理など国内外の意匠に関す

る専門的事務を行う.出願をアウトソーシングしている場合にはその事務所と連

携して管理を行う.

契約書原案作成を行い，契約交渉（例：ライセンス，譲渡等）を行う. 営業を

伴う技術移転の契約交渉を行う.

著作権・著作隣接権，肖像権，パブリシティ権等に関する権利処理に関する契

約交渉を行う.

他社事業・製品・サービスを分析し，知的財産権侵害の有無を判定する.

他社に対して知的財産権の侵害である旨の警告を行い，その回答に対して対応

する.

知的財産関連訴訟の遂行，対応を行う.

海外における知的財産権侵害訴訟の遂行，対応を行う.

国内外における模倣品を排除する.税関における水際取締りを行う.

知的財産の価値評価にあたり定量面（価格算出等）を評価する.

知的財産の価値評価にあたり定性面（技術評価を含み，権利の有効性等）を評

価する.

保有する産業財産権について権利維持・放棄の判断を行う.

8. 「知財人材スキル標準」の展望

（1）業界標準としての地位

この「知財人材スキル標準」は様々な知的財産先進企

業の協力を得て完成を見た標準であり，その意味で民間

の意見が十分に反映された｢業界標準｣と言って過言では

ない。

実際，日本経団連及び日本知的財産協会が委員会の委

員として参加したことに加え，このプロジェクトに賛同

し，協力して頂いた企業としては（以下，順不同），キ

ヤノン，積水化学，東芝，パイオニア，オムロン，三菱

電機，N E C，松下電器産業，富士通，ソニー，リコー，

横河電機，トヨタ自動車，積水化学工業，ユニチャーム，

宇部興産，旭硝子，花王，富士写真フィルム，サントリ

ー，サントリーフラワーズ，武田薬品工業，エーザイ，

セコム，ミズノ，東陶機器，コナミと言ったいわゆるメ

ーカーのみならず，Y a h o o，ジャストシステムと言っ

たいわゆるI T系，更には，小学館，ソニーミュージッ

クエンターテインメント，T B S，フジテレビ，ジャパ

ンデジタルコンテンツ信託，日経B P社等のいわゆるコ

ンテンツ系企業等が挙げられる。

このような日本を代表する企業群に協力を得ることが

できたのも先に述べた企業側の昨今の人材マネジメント

の現状や課題を背景に，このスキル標準に対する期待が

現れたものといえるであろう。

（2）期待される今後の普及と国の役割

本年5月末に発表された「知的財産推進計画2 0 0 7」

において「2 0 0 7年2月，企業の知財活動に関わる人材

に求められるスキルを明確化した「知財人材スキル標準」

が策定された。この標準がより多くの企業において利用

されるよう，その周知及び普及を図る。（経済産業省，
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関係府省）」と明記された。

スキル標準としては5年先輩格の「I Tスキル標準」は，

一説によるとI T業界内で6 0％近い普及率と言われてい

る。この普及率の背景には，国としての普及策が功を奏

したことに加え（恐らくこの普及率から推定するに一般

に日本の9 0％を占めると言われる中小企業に相当程度

普及していることであろう），そのメインテナンス，す

なわち時代の変化に応じた内容の改訂が適宜行われてい

るという努力によるものである（ちなみにI Tスキル標

準では毎年改訂が行われている）。

I Tスキル標準では，独立行政法人の情報処理推進機

構の中に「I Tスキル標準センター」を設置し，普及策

の徹底及びメインテナンスの努力が続けられている。

先に紹介したような日本の代表的な企業中心に作られ

たこの「知財人材スキル標準」を，今後，特に中小企業

に周知化して知財人材育成の底上げを促進するために

は，先に紹介した推進計画で述べられているように，是

非とも国として普及に努めて頂きたい。また，同時に，

法律の改正あるいは時代の変化に応じてこのスキル標準

を定期的にメインテナンスする仕組みも同時に検討して

頂くことを希望する。

スキル標準というのは欧米で始まった国を強くするた

めの政策であり，既に様々な分野のものが作られたが，

知的財産の分野のスキル標準というのは世界で初めてと

言われている。実際，既に複数のアジアの国がこのスキ

ル標準について強い関心を持っていると聞いている。

最後に，この世界で初めての試みが日本の企業（中小

企業を含む）の知的財産人材育成を後方支援し，日本の

知的財産立国の実現に十分に寄与することを期待しつ

つ，筆を置きたいと思う。

以上

pro f i l e
杉光 一成（すぎみつ かずなり）

東大大学院（法学）修士課程修了、東北大

学大学院（工学）博士後期課程修了。博士

（工学）。

（株）東芝・知的財産部（在職中に弁理士試

験合格）、特許事務所、経済産業省「産業競

争力と知的財産を考える研究会」委員等を

経て、金沢工業大学大学院教授・知的財産

科学研究所所長（現在に至る）。

主な著書（編著・共著含）に「理系のため

の法学入門」、「知的財産管理＆戦略ハンド

ブック」などがある。

日本工業所有権法学会正会員、情報処理学

会正会員、日本知財学会正会員。

テレビ等の出演として、テレビ東京「ワー

ルドビジネスサテライト（W B S）」、フジテ

レビ「世紀の大天才ダヴィンチ　最大の謎

と秘密の暗号」、内閣府広報番組「ニッポン

N a v i」「お宝を生かせ！知的財産が未来をつ

くる」等がある。

最近の社会的貢献としては、工業所有権情

報・研修館「調査業務実施者育成研修評価

委員会」委員（現任）、知的財産教育協会専

務理事（現任）、経済産業省委託事業（平成

1 7年、平成1 8年）「知財人材のスキルの明確

化に関する調査研究」リーダー、特許庁

「知的財産関連人材育成を促進するための調

査研究委員会」委員（平成1 8年）参議院・

経済産業委員会調査室・研究員（平成1 8年9

月～平成1 9年3月）等がある。
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